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揖斐川町で笑顔で生きよう揖斐川町で笑顔で生きよう

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをめざして～

認知症とは
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が壊れたり、働

きが悪くなったりして、記憶力や判断力の低下など、脳の
働きに不都合が生じ、生活するうえで支障が出ている状態
を指します。アルツハイマー病や前
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認知症など、さまざまな脳の病気の総称です。
若年性認知症といって65歳未満で認知症を発症するこ

ともあります。

身近な病気「認知症」
65歳以上の人口が全人口に対して21%を超えると「超

高齢社会」といわれています。揖斐川町の高齢化率は
39%を超えており、全国平均の29%と比べて高い状況で
す。高齢者の増加とともに認知症になる方も増えており、
2025年には65歳以上の5人に1人が発症するといわれて
います。

家族や身近な方が認知症を発症した時、どのように接し
たらよいのか、戸惑う方は多いのではないでしょうか。認
知症について正しく理解し、その時のために備えておきま
しょう。

体調の変化に敏感でいましょう
早めの相談・受診へ

本人や周囲が「なにか変だな」と感じる程度の早期に医

▼	認知症の理解を深めませんか

認知症サポーター養成講座（出前講座）
　認知症の症状、認知症の方への接し方など、
一緒に考え、学びましょう。学校、地域の集ま
り、職場などに出向きます。お気軽にお問い合
わせください。
　費用：無料　　時間：1時間半程度

【お問合せ・申込み】
　揖斐川町
　社会福祉協議会
　揖斐川支所
　0585-23-0411

▼	認知症をはじめ、生活や介護に関するご相談
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　認知症や認知症の方の介護で悩む方の相談、
地域で認知症の方を支援するネットワークづく
りなどを行っています。
⃝揖斐川町社会福祉協議会 揖斐川支所
　0585-23-0411
⃝久瀬診療所　0585-54-2040
揖斐川町地
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センター
　医療、福祉、介護などについて幅広くご相談
に応じます。必要に応じ、ご自宅等へ訪問も行
います。
⃝揖斐川町 健康福祉課内
　0585-23-1341（センター直通）

▼	認知症の症状
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症状： 記憶障害、見当識障害、感情
表現の変化など

例）時間や場所がわからなくなる
　　仕事や家事の段取りが立てられなくなる
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症状： うつ状態や幻覚・妄想、
不安、徘徊など

例）意欲がなくなる、落ち着きがなくなる
　　感情が不安定になる

性格・素質・環境・心理状態などの
要因により支障が起こる症状

▼	もの忘れと認知症の違い（イメージ）
□ 年齢によるもの忘れ
　 出来事の一部を忘れる
例）食べたものを思い出せないが、
　　食べたことは覚えている

□ 認知症によるもの忘れ
　 出来事の全てを忘れる
例）食べたこと自体を忘れる

療機関を受診することで、認知症の症状を軽くしたり、進行を遅らせたりすることができます。また、事前に利
用できるサービスについての情報を得ておくことで、症状が進んできたときの備えをしておくことができます。

認知症に限らず、病気の予防や早期発見、早期治療のため、かかりつけ医をもち、定期的に受診しましょう。
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皆さんと一緒に楽しく体操しませんか？
どの会場も椅子に座って行う体操が多いため、足腰に自信のない方
でも無理なく参加できます♪

対　象：揖斐川町にお住まいの65歳以上の方
参加費：不要
申し込み：今年度初めて参加される方は、下記にお電話ください。
受　付：９時30分から　
教　室：10時から11時30分（谷汲文化会館・かすがモリモリ村のみ13時30分～ 15時00分）
＊感染症対策のため、登録制となります。教室が中止の場合は、電話等にてお知らせします。
＊手指消毒・体温測定・マスク着用にご協力お願いします。

持ち物：体操のできる服装でお越しください。
　　　　マスク、上靴、水分、タオル、教室のファイル（お持ちの方）、健幸ポイントカード

𦙾永公民館

・�新型コロナウイルスによる制限がある中
でも、こうして体を動かすことができて
うれしい。
・�外出する機会ができ、馴染みの友人と
会話もできてありがたい。
� （参加者の声）

日　程：各会場　月１回程度開催
　　　　１年間の日程については、別途チラシをご用意しております。
　　　　毎月、くらしのカレンダーにも掲載しております。

場　所 開催日
揖斐公民館 ９月13日
大和公民館 ９月  6日
北方公民館 ９月20日
清水公民館 ９月22日
小島コミュニティセンター ９月28日
𦙾永公民館 ９月  8日

場　所 開催日
★谷汲文化会館 ９月22日
★かすがモリモリ村 ９月16日
★久瀬公民館 ９月  7日
★久瀬公正公民館 ９月20日
★藤橋公民館 ９月29日

★坂内交流センター ９月14日
９月28日

久瀬地域は４つの公民館を巡回しています。（上記他：久瀬小津公民館・久瀬日坂公民館）
★の会場は、ご希望の方に自宅から会場まで送迎があります。
申し込み時にご相談ください。

～介護予防教室のご案内～～介護予防教室のご案内～

（申し込み・お問い合せ）
　　　　　揖斐川町地域包括支援センター� ℡２３－１３４１
★の会場：揖斐川町社会福祉協議会　揖斐川支所� ℡２３－０４１１

おたっしゃ教室

＊健幸ポイント対象事業
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令和４年度 法律とこころの相談会
～お困りの事はありませんか？～

弁護士と臨床心理士による包括相談会を開催します。
専門家に相談することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。また心の負担を軽くする
ことができるかもしれません。お気軽にご利用ください。
相談は、完全予約制になります。ご希望される方は下記西濃保健所へお問い合せください。

＊相談は無料・秘密厳守で行います。

【申込み先】西濃保健所　健康増進課　保健予防係　☎0584-73-1111（内線291）

日　程 時　間 会　場・申込み先
  ９月  ９日（金）

13：00～ 16：00
西濃保健所
（西濃総合庁舎）
２階 ２－１会議室
（大垣市江崎町422-３）

  ９月 16日（金）

10月  ７日（金）

令和５年３月３日（金）
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子どもの人権ＳＯＳミニレター事業について� 秘密は厳守します!!

岐阜地方法務局では、「いじめ」「体罰」「虐待」などの問題に対する活動として、岐阜県内の小学校・中学校の児童・
生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を配布しています。
このミニレターに相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れてポストに投函する

と、岐阜地方法務局に届きます。切手を貼る必要はありません。
人権擁護委員や法務局職員が手紙を読んで、子どもたちが何を悩んでいるのか、どのような内容の返事を書けば

子どもたちの悩みが解消するのかなどを考え、返事を出します。その返事を子どもたちに読んでもらうことで、少し
でも悩みから抜け出すことができるように、また、子どもたちの力になるようにと願っています。
子どもたちに返事を出すときには、新しいミニレターを必ず同封していますので、子どもたちの手元には常にミニ

レターがあることになり、いつでも相談できるようにしています。
困ったことがあれば、「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を使って、ぜひご相談ください。

※ミニレターが手元にない方で、ご希望の方は、「子どもの人権１１０番」
　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）までお電話ください。

「同和問題」を知っていますか？
国は、部落差別のない社会を実現することを目的とし、「部落差別の解消の推進に関する法律」を定めています。
同和問題（部落差別）とは、同和地区と呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、

日常生活の上で様々な差別を受けるという問題であり、日本国憲法がすべての国民に保障している基本的人権
が侵害されている人権問題です。歴史上の身分差別に由来する差別意識が今日まで続き、就職差別や身分差別
など、様々な差別が発生しています。近年では、インターネット上での差別を助長する書き込みが大きな問題
となっています。

 「同和問題」について関心を持ち、部落差別のない社会を実現に向けて取り組みましょう。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

９月 30 日まで 薄い黄色 10 月１日まで 薄い青色

ご注意
ください！

・�令和４年10月１日から、一定以上の所得がある方は、医療
費の窓口負担割合が２割になります。
※�現役並み所得者（現行の制度で３割の方）は、10月１日以降も３割です。
・�10月１日以降、医療機関等に受診される際は、９月中旬頃
にお届けする新しい保険証（見直し後の窓口負担割合が記
された保険証）を必ず提示してください。

・�窓口負担割合が２割となる方には、10月以降の外来診療での負担増加額を１か月あたり3,000円までに抑える
配慮措置があります。
・�該当になる場合には、登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
・申請書が届きましたら、必要事項をご記入いただき、返信用封筒で返送してください。
・�返信用封筒の宛先は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が業務を委託した業者となっていますので、ご了承くださ
い。（返信用封筒の宛先住所は「大阪市西区」です）

一定以上の所得がある方とは、課税所得※１が28万円以上の被保険者および
その同一世帯の被保険者で、「年金収入※２＋その他の合計所得金額※３ 」が
200万円（被保険者が二人以上いる世帯の場合は、合わせて320万円）以上の
方です。ただし、住民税非課税世帯の方は、１割負担となります。
※１  前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）

を引いた後の金額（住民税納税通知書の「課税標準」の金額）です。
※２  遺族年金や障害年金は含みません。
※３  事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を引いた後の額です。

■��申請書は必ず郵送でお届けします。厚生労働省や市町村が、電話や訪問で口座情報の登録
をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは�絶対にありません。

■��不審な電話があったときは、警察署または消費生活センター等にお問い合せください。

10月１日から医療費の窓口負担割合が見直されることにともない
皆さんの保険証（後期高齢者医療被保険者証）が新しくなります

２割負担になる方で高額療養費の口座が登録されていない方には
９月下旬頃に�岐阜県後期高齢者医療広域連合�から申請書を郵送します

詳しくは、９月中旬頃にお届けする保険証（薄い青色）に同封のリーフレットをご覧ください。
【お問い合せ】 住民生活課　☎２２-２１１１（内線２１３）

２割負担に関する制度等の説明について　岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎058-387-6368（代表）

被保険者番号 ○○○○○○○○

氏 名 広域　太郎

一部負担金の
割 合 ○ 割

有 効 期 限 令和 4 年 7 月31日

保 険 者 番 号 　　○○○○○○○○
保 険 者 名 岐阜県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療被保険者証　　有効期限
被保険者番号○○○○○○○○　令和 4 年 7 月31日
住 所 岐阜市柳津町宮東1丁目1番地

氏 名 広域　太郎 性　別　男
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日
資 格 取 得 年 月 日 平成○○年○○月○○日
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日
一部負担金の割合 　　　　　　　○ 割

被保険者番号 ○○○○○○○○

氏 名 広域　太郎

一部負担金の
割 合 ○ 割

有 効 期 限 令和 4 年 9 月30日

保 険 者 番 号 　　○○○○○○○○
保 険 者 名 岐阜県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療被保険者証　　有効期限
被保険者番号○○○○○○○○　令和 4 年 9 月30日
住 所 岐阜市柳津町宮東1丁目1番地

氏 名 広域　太郎 性　別　男
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日
資 格 取 得 年 月 日 平成○○年○○月○○日
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日
一部負担金の割合 　　　　　　　○ 割

被保険者番号 ○○○○○○○○

氏 名 広域　太郎

一部負担金の
割 合 ○ 割

有 効 期 限 令和 5 年 7 月31日

保 険 者 番 号 　　○○○○○○○○
保 険 者 名 岐阜県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療被保険者証　　有効期限
被保険者番号○○○○○○○○　令和 5 年 7 月31日
住 所 岐阜市柳津町宮東1丁目1番地

氏 名 広域　太郎 性　別　男
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日
資 格 取 得 年 月 日 平成○○年○○月○○日
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日
一部負担金の割合 　　　　　　　○ 割
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揖斐川町人事行政の運営等の状況（令和３年度）
１　職員の任免及び職員数に関する状況
・職員数	 （単位：人）

区　　分
令和４年
４月１日
職員数

令和３年度中 令和３年
４月１日
職員数採用者数 退職者数

一般行政職 172 7 6 171
医　療　職   5 5
保　健　師   14 14
社会福祉士 1 1
保　育　士   38 2 3 39
技能労務職   7 7
合　　計  237 9 9 237

注：職員数は一般職に属する職員数である。

（３）育児休業	 （単位：人）
区　　分 男性職員 女性職員 計

令和３年度中に新たに育児
休業を取得した職員 4 4

令和２年度中から引き続き
育児休業を取得している職員 8 8

４　職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）処分者数	 （単位：人）

処分の内容 処分者数 処分事由
分限処分 0
懲戒処分 0

５　職員の服務の状況	 （単位：人）
区　　分 違反者数

命令に従う義務 0
信用失墜行為の禁止 0

秘密を守る義務 0
職務に専念する義務 0

政治行為の制限 0
争議行為等の禁止 0
営利企業従事制限 0

７．職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）福利厚生制度に関する状況

区　　分 受診者数 内　容　等
総合健診 225 年代別総合健康診断

（２）公務災害補償制度
加入団体 災害件数 災害の概要

地方公務員災害補償
基金岐阜県支部 1 地方公務員の公務上

の災害

６　職員研修及び勤務成績評定の状況
（１）職員研修の実施状況	 （単位：人）

研修区分 受講者数累計
研修センター研修 41

各種専門研修 37
派遣研修 3

計 81
（２）勤務成績の評定状況

区　　分 基準日 評定等内容

人事評価 10 月 1 日 実績評価、行動評価、面談
の実施等

２　職員の給与の状況
（１）１人あたりの支給額（令和３年４月１日現在）（単位：円）

区　　分 平均給料月額
一般行政職 311,148
技能労務職 216,800

（２）初任給基準		 （単位：円）
区　　分 大卒 短大卒 高卒 中卒

一般行政職 182,200 163,100 150,600 －
技能労務職 － － 147,900 139,900
区　　分 博士課程卒 大学 6 卒

医　　　師 334,100 －
歯 科 医 師 － 249,800
区　　分 短大 3 卒 短大 2 卒 准看護師養成所卒

看 護 師 200,700 192,400 －
准 看 護 師 － － 165,300

（３）手当制度の状況
区　　分 評　定　等　内　容

手当の種類

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、
地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任
手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、
夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別
勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派
遣手当等

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間

区　　分 勤　務　時　間　等

勤務を
要する曜日

毎週月曜日から金曜日までの週５日間
（祝日法による休日及び 12 月 29 日から
１月３日を除く）

１日当たり
の勤務時間

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
休憩時間を除く、実質７時間 45 分勤務

注：職種や職場によって異なります。
（２）休暇制度
※使用実績は、令和３年１月１日～令和３年 12 月31日の期間
休暇の種類 休暇日数等 使用実績
年　　次
有給休暇

１年につき 20 日付与（繰越、
採用時期等により変動あり）

平均取得日数
9.3 日

特別休暇 産前産後、結婚休暇等有り
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７
月
８
日
に
令
和
４
年
第
５
回
揖
斐
川
町

議
会
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
次
の
１
議
案
が

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
案
件

○
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
い
び
川
温
泉
藤
橋
の
湯
空
調
設
備
改
修
工
事

　

契
約
金
額 

９
３
８
３
万
円

　

契
約
の
相
手
方　
　
　

林
工
業
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

揖
斐
川
本
店

6
月27

日　

第
７
回
議
会
運
営
委
員
会

27
日　

６
月
月
例
会

7
月８

日　

第
５
回
臨
時
会

８
日　

第
４
回
全
員
協
議
会

８
日　

第
４
回
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会

 

令
和
４
年
度
指
定
管
理
者
公
募

　

次
の
施
設
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
を
公
募

し
ま
す
。

施
設

①
尚
和
園

②
福
祉
作
業
所　

い
ず
み

③
谷
汲
特
産
品
加
工
展
示
販
売
施
設

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
、
簡
単

に
回
答
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
９

月
上
旬
か
ら
、
調
査
員
が
調
査
を
お
願
い
す
る

世
帯
に
伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
ご
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
調
査
対
象

　

調
査
地
域
に
お
住
ま
い
で
、
無
作
為
に
選

ば
れ
た
15
歳
以
上
の
人

■
調
査
地
域

　

三
輪
・
長
良
・
清
水
・
小
島
・
上
野
・
上

南
方
・
谷
汲
深
坂
・
谷
汲
神
原

■
調
査
時
点　
令
和
４
年
10
月
１
日

【
お
問
い
合
せ
】

揖
斐
川
町
役
場
政
策
広
報
課

℡
２
２
‒
２
１
１
１（
内
１
１
２
）

 

町
有
物
件
を
売
却
し
ま
す

　

揖
斐
川
町
の
所
有
物
件
を
次
の
と
お
り
売

却
し
ま
す
。

■
売
却
物
件

・
所
在
地　

揖
斐
川
町
谷
汲
長
瀬
字
岡
田

　
　
　
　

  

１
８
２
１
番
地
１

・
地　

目　

雑
種
地

・
面　

積　

１
０
０
㎡

・
最
低
売
却
予
定
価
格　

33
万
円

■
売
却
方
法　
一
般
競
争
入
札

■
資
料
配
布
等　

　

８
月
23
日
（
火
）
～
８
月
29
日
（
月
）

■
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間

　

８
月
23
日
（
火
）
～
９
月
22
日
（
木
）

■
入
札
日
時　
９
月
26
日（
月
）
９
時

■
そ
の
他

・
入
札
の
前
日
ま
で
に
入
札
保
証
金（
入
札

予
定
額
の
１
０
０
分
の
５
以
上
）
の
納
付

が
必
要
で
す
。
な
お
、
落
札
者
以
外
は
後

日
返
金
し
ま
す
。

・
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま

す
。

【
お
問
い
合
せ
】

　

揖
斐
川
町
役
場
財
政
課

　

土
地
施
設
総
合
管
理
室

　

℡
２
２
‒
２
１
１
１
（
内
線
１
５
１
）

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

「
マ
マ
等
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
パ
ソ

コ
ン
講
習
」受
講
者
の
募
集
に
つ
い
て

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
の
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー

ナ
ー
を
利
用
し
て
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
る

方
に
、
基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
ス
キ
ル
お
よ
び

活
用
方
法
を
身
に
付
け
て
い
た
だ
き
、
再
就

職
の
可
能
性
を
高
め
て
い
た
だ
く
た
め
の
講

習
を
開
催
し
ま
す
。

■
受
講
資
格　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣

　
　
　
　
　
　

マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
利
用
者

■
受
講
料　
受
講
料
・
テ
キ
ス
ト
代　

無
料

■
開
催
月　
９
月
・
11
月
・
令
和
５
年
１
月

　
　
　
　
　
（
各
５
日
間
・
各
６
名
）

■
時　
間　
10
～
15
時

■
会　
場　
ユ
ニ
テ
ツ
ク
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ア
カ
デ
ミ
ー
（
大
垣
市
東
町
１

丁
目
３
番
地
）

※ 

詳
細
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣　

マ
ザ
ー
ズ

コ
ー
ナ
ー
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
・
予
約
】

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　

℡
０
５
８
４
‒
７
７
‒
５
１
７
８

④
月
夜
谷
ふ
れ
あ
い
の
里
総
合
利
用
施
設

⑤
藤
橋
農
山
漁
村
活
性
化
定
住
圏
創
造
施
設

　
（
旧
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
園
）

⑥
谷
汲
昆
虫
館

⑦
谷
汲
緑
地
公
園

⑧
い
び
川
温
泉
施
設

⑨
藤
橋
温
泉
ス
タ
ン
ド

⑩
坂
内
バ
イ
ク
ラ
ン
ド
セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス

⑪
脛
永
農
林
水
産
物
販
売
所

⑫
乙
原
農
林
水
産
物
販
売
所

⑬
い
び
茶
販
売
施
設

■
公
募
期
間

　

令
和
４
年
９
月
中
旬
～
10
月
中
旬

■
公
募
要
領
お
よ
び
仕
様
書

　

公
募
開
始
後
町
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
お
よ
び
担

当
課
窓
口
に
て
提
示
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
】

①
～
②
に
つ
い
て

　

揖
斐
川
町
役
場　

健
康
福
祉
課

③
～
⑩

　

揖
斐
川
町
役
場　

商
工
観
光
課

⑪
～
⑬
に
つ
い
て

　

揖
斐
川
町
役
場　

農
林
振
興
課

そ
の
他
指
定
管
理
に
つ
い
て

　

揖
斐
川
町
役
場　

政
策
広
報
課

　

℡
２
２
‒
２
１
１
１

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

令
和
４
年
就
業
構
造
基
本
調
査
を

実
施
し
ま
す

　

就
業
構
造
基
本
調
査
は
、
国
の
重
要
な
統
計

調
査
で
、
就
業
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
現
状

を
把
握
し
、
安
心
し
て
働
け
る
社
会
を
実
現
す

る
た
め
の
施
策
立
案
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

よ
り
便
利
に
皆
様
に
ご
回
答
い
た
だ
く
た
め
、

第
５
回
揖
斐
川
町
議
会
臨
時
会

議 

会 

だ 

よ 

り

議
会
活
動
報
告
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町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

①
緑
ヶ
丘
住
宅　
２
戸

・
住　

所　

揖
斐
川
町
和
田
３
８
６
番
地

・
建
設
年
度　

昭
和
60
年
度

・
中
層
耐
火
構
造
３
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐 

車 

場　

１
台

・
家　

賃　

１
６
，
２
０
０
円
～

・
そ
の
他　

浴
槽
、
風
呂
が
ま
は
入
居
者
の

　
　
　
　
　

持
ち
込
み
に
な
り
ま
す
。

②
北
方
奥
郷
住
宅　
１
戸

・
住　
　

所　

揖
斐
川
町
北
方
１
３
番
地

・
建
設
年
度　

平
成
18
年
度

・
耐
火
構
造
２
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐 

車 

場　

１
台

・
家　
　

賃　

２
４
，
６
０
０
円
～

③
𦙾
永
駅
前
住
宅　
１
戸

・
住　

所　

揖
斐
川
町
𦙾
永
６
４
２
番
地
１

・
建
設
年
度　

平
成
24
年
度

・
耐
火
構
造
５
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐
車
場　

２
台

・
家　

賃　

２
６
，
２
０
０
円
～

④
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
長
瀬　
２
戸

・
住　
　

所　
揖
斐
川
町
谷
汲
長
瀬
９
２
９
番
地

・
建
設
年
度　

平
成
７
年
度

・
木
造
２
階
建　

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
駐 

車 

場　

２
台

・
家　
　

賃　

２
９
，
８
０
０
円
～

■
敷　
　
金　
家
賃
の
３
か
月
分

■
入
居
条
件

・
現
在
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族（
婚
約
者
含
む
）
が
あ
る
こ
と
。

・
市
町
村
民
税
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
納
付

金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・
家
賃
の
他
に
共
益
費（
下
水
の
使
用
料
・

共
用
部
分
の
電
気
料
な
ど
）が
必
要
で
す
。

・
所
得
条
件
あ
り

■
募
集
期
間　

９
月
１
日（
木
）
～
９
月
15
日（
木
）

※
土
日
祝
日
を
除
く

■
入
居
予
定
日

　
10
月
下
旬
を
予
定

⑤
島
住
宅
お
よ
び
春
日
・
久
瀬
・
藤
橋
・
坂

内
地
域
内
の
各
町
営
住
宅
は
、
随
時
募
集

を
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
】

揖
斐
川
町
役
場
建
設
課　

℡
２
２
‒
２
１
１
１（
内
線
３
１
６
）

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�
下
水
道
接
続
を
！

 

第
６
回
中
京
都
市
圏

パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査
に
ご
協
力
を

　

岐
阜
県
で
は
、
外
出
行
動
に
お
け
る
交
通

手
段
の
利
用
状
況
や
外
出
に
関
し
て
の
困
難

度
な
ど
、
皆
さ
ん
の
１
日
の
活
動
内
容
を
把

握
し
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
等
に
活
用
す
る

た
め
、
９
月
～
12
月
に
か
け
て
交
通
に
関
す

る
調
査「
第
６
回
中
京
都
市
圏
パ
ー
ソ
ン
ト

リ
ッ
プ
調
査
」
を
実
施
い
た
し
ま
す
。
調
査

に
あ
た
り
無
作
為
に
抽
出
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
世
帯
を
対
象
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
案
内

は
が
き
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
の
で
、
本
調

査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
】

　

中
京
都
市
圏
パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査

　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
１
２
０
‒
０
５
２
‒
１
３
３

有

料

広

告

欄
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快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

■
お
仕
事
の
受
付

　

自
分
で
は
無
理
だ
が
プ
ロ
に
頼
む
ま
で
も

な
い
仕
事
な
ど
、
お
困
り
の
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
ま
ず
は
お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
お
見
積
り
は
無
料
で
す
。

　

ま
た
、
派
遣
事
業
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

会
社
等
で
短
期
間
・
短
時
間
だ
け
人
手
が
必

要
な
時
に
も
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
仕
事
例
）

＊
草
刈
り
・
草
取
り

＊
襖
・
障
子
・
網
戸
張
り

＊
資
源
ゴ
ミ
等
の
分
別

＊
病
院
等
の
付
き
添
い　
　

＊ 

家
事
援
助（
洗
濯
、
掃
除
、
窓
拭
き
、
食

事
作
り
、
買
い
物
、
片
付
け
等
）　

＊
軽
作
業

＊
社
内
清
掃　

　

そ
の
他
の
仕
事
も
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
会
員
募
集

　

現
在
、
刈
払
機
で
の
草
刈
、
庭
木
の
剪
定

が
で
き
る
会
員
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
、『
事
業
お
よ
び
入
会
説
明
会
』

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
今
月
の
事
業
お
よ
び
入
会
説
明
会

・
日
時　
　

９
月
６
日（
火
）、
20
日（
火
）

　
　
　
　
　

10
時
開
始（
約
１
時
間
）

　
　
　
　
　

※
要
予
約

・
場
所　
　

揖
斐
川
町
福
祉
総
合
支
援

　
　
　
　
　

セ
ン
タ
ー
２
階　

会
議
室

【
お
問
い
合
せ
】

　
（
公
社
）揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

℡
２
３
‒
０
９
０
７
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揖
斐
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
自
転
車
利
用
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す

　
（
令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
）

　

令
和
４
年
４
月
１
日
、
自
転
車
の
安
全
運

行
に
関
す
る
条
例
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
周
知
期
間
を
経
て
10
月
１
日
か

ら
、
自
転
車
保
険
の
加
入
が
義
務
化
さ
れ
、

自
転
車
に
乗
る
際
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
努

力
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

○
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
加
入
義
務
化

　

自
転
車
事
故
に
よ
る
高
額
賠
償
事
例
が
あ

り
ま
す
。
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
加

入
し
て
、
安
心
し
て
自
転
車
を
運
転
し
ま

し
ょ
う
。

○
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
の
努
力
義
務
化

　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
い
な
い
場
合
、

着
用
時
の
約
２
・
７
倍
致
死
率
が
増
加
し
ま

す
。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
、
安
全
運
転

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■�

自
転
車
の
点
検
・
整
備
等（
令
和
４
年
４

月
１
日
か
ら
）

　

自
転
車
に
乗
る
前
に
必
要
な
点
検
・
整
備

を
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
両
側
面
に
反
射

機
材
を
備
え
る
な
ど
交
通
事
故
防
止
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

■
岐
阜
県
の
自
転
車
安
全
利
用
５
つ
の
約
束

１　

歩
道
は
歩
行
者
優
先

２　

交
差
点
で
は
必
ず
安
全
確
認

３　

暗
く
な
っ
た
ら
ラ
イ
ト
と
反
射
材

４　

二
人
乗
り
・
並
進
の
禁
止

５　
「
な
が
ら
運
転
」
の
禁
止

【
お
問
い
合
せ
】

　

揖
斐
警
察
署
交
通
課

　

℡
２
３
‒
０
１
１
０

こ
の
度
、
次
の
方
が
長
寿
者
褒
賞
を

受
け
ら
れ
、
長
寿
の
お
祝
い
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
長

生
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

次
の
方
は
お
名
前
の
み
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

伊い

丹た
み

　
志し

づ
子こ

さ
ん（
上
南
方
）
95
歳

寿
長
ご

さ
ん

7
月
の

堀
ほり

口
ぐち

　秀
ひで

子
こ

さん
（谷汲名礼）95歳

窪
くぼ

田
た

　ゆき江
え

さん
（和田）95歳

粟
あわ

野
の

　もゝゑさん
（房島）95歳
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男女共同参画ってなんだっけ？ 政治分野における
クオータ制

№11

7月10日投開票の参議院議員通常選挙で、女性の当選者が過去最多の35人、全当選者に占
める女性の比率も過去最高の28％となりました。しかし、国民の男女比がほぼ半々であるこ
とを考えれば、まだまだ低い水準です。

2018年に施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」には、衆議院、
参議院および地方議会の選挙において、男女の候補者数ができる限り均等となることを目指
すことが基本原則の一つとして掲げられており、女性候補者数の増加ひいては女性議員数の
増加を推進しています。
しかし、衆議院および参議院ＨＰによれば、今年7月現在、女性国会議員の割合は衆議院で
9.9％、参議院で25.8％です。2021年1月時点で世界各国と比較すると、日本（衆議院）は190
か国中166位で、OECD諸国では最下位の水準です。

ここで、諸外国が女性議員の比率を高めるために導入しているクオータ制を紹介します。
クオータ制とは、男女間格差を是正する方策で、性別等を基準に一定の人々や比率を割り当
てる制度のことです。政治分野のクオータ制には、憲法または法律による議席割当制と候補
者クオータ制、政党による自発的クオータ制の3種類があり、世界の約60％の国・地域が、
国政レベルでクオータ制を導入しています。
各国の取組は多岐にわたりますが、クオータ制を導入している議会では、導入していない
議会に比べて、女性議員比率は高くなっています。

政治にもっと女性の意見を反映できれば、女性が生きやすい社会となり、性別に限らず多
様な人たちにとってより良い社会を築くひとつのきっかけになるかもしれません。

お問い合せ：政策広報課
　　　　　　℡22-2111

記載の内容は、パンフレット 諸外国における政治分野の男女共同参画のための取組
https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/pdf/pamphlet.pdf をもとに作成しました。

家族で
読んでね

「あいリレー池田」（池田町藤代６９８番地の１）

TEL ０５８５-４５-８００６
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